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第�第   章       4    施策大綱

4-1 施策の大綱

基本理念とこれを構成する 6 つの柱を実現する施策の構成は次のとおりです。
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施 策

自然環境

取り組みの方向性

地球規模の環境問題への対応として、多
様な生態系を守り・育む自然環境保全と自
然との共生社会の実現に取り組みます。

また、地球温暖化による世界的規模での
気候変動による大規模災害やエネルギー問
題を踏まえ、省エネルギー化の推進、再生可
能エネルギーの活用、環境負荷の少ない低

炭素社会の構築を図ります。

主な取り組み

	⁃ 地球環境の保全
	⁃ エネルギーの有効活用
	⁃ 自然環境の保全と共生
	⁃ 水循環の適正化

都市環境

取り組みの方向性
良好な都市環境の形成を町民・事業者・

行政が連携して推進し、持続可能な資源管
理を目指します。

廃棄物処理等は、適正な処分と循環型社
会の形成を図るとともに、環境教育等の推
進に取り組みます。

大規模災害への備えとして、治山・治水事
業を進めます。老朽化の進む建築物や橋梁
等の耐震化を図るとともに、防災体制強化

を含めて、総合的に防災力を向上させ、災害
に強いまちづくりを進めます。運動公園や道
の駅・川の駅を地域の防災拠点として災害
対策を進めます。

主な取り組み

	⁃ 循環型社会の形成
	⁃ 治山・治水対策の推進
	⁃ 防災体制の充実

生活環境

取り組みの方向性
多様化する生活環境への対応が求められ

ています。
町民の生活をおびやかす犯罪への対応と

して、防犯体制の強化および消費者保護の
取り組みを進めます。

高齢者の交通事故が増加傾向にあるな
か、町民の安全を守るため、意識啓発をはじ
めとした交通安全対策を進めます。

町民の生命と財産を守るため、消防体制
の充実を図ります。

主な取り組み

	⁃ 防犯対策の充実
	⁃ 消費者保護の推進
	⁃ 交通安全対策の充実
	⁃ 消防・救急体制の充実

1     環境・防災
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都市基盤

取り組みの方向性

暮らしや産業を支える都市基盤は、限られ
た財政下においても計画的にメリハリをもっ
て、集中投資による拠点の形成を行います。

特に、道路、公園、上下水道以外にも、老
朽化の進む公共施設の長寿命化を図り、将
来にわたり利用できるような効果的・効率的
な都市基盤の整備・維持を図ります。

主な取り組み

	⁃ 公園・緑地の整備
	⁃ 上水道の整備
	⁃ 生活排水の処理

交通基盤

取り組みの方向性

東駿河湾環状道路や伊豆縦貫自動車道
等の高規格道路の整備により大幅に改善し
た交通環境を活かし、町内の道路交通網の
形成を図ります。

町民の生活のための交通を確保し、中山
間地域と市街地との連携に努めます。公共
交通利用の促進に向けた啓発活動等の取り
組みを行います。

主な取り組み

	⁃ 道路交通網の整備
	⁃ 地域公共交通網の形成

都市経営

取り組みの方向性

効率的で持続可能なまちづくりのため、コ
ンパクトプラスネットワークの理念のもと、中
山間地域や平坦地域の特性を活かした効率
的な都市経営に取り組みます。

自然環境と調和した景観形成や、駅や拠
点施設・幹線道路沿いにおける高質な土地
利用の実現に取り組みます。

主な取り組み

	⁃ コンパクトプラスネットワークの都
市構造の実現
	⁃ 住宅環境の整備

2     社会基盤
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3     健康・福祉

健康

取り組みの方向性
自分の健康は自分で守り、健康長寿社会

の実現を図るため、検診・保健指導や健康
講座等により、町民のこころと体の健康の維
持・増進に取り組みます。

安心して子どもを産み育てられるよう、切
れ目がなく、きめの細かい母子への支援を
充実します。

健全な心身を育み健康寿命の延伸を図る

ため、生活習慣の改善や食育事業に取り組
みます。

主な取り組み

	⁃ 健康づくりの推進
	⁃ 保健予防活動の充実
	⁃ 母子保健事業の充実

医療

取り組みの方向性
必要な時に必要な医療が受けられるよう、

地域医療体制を充実し、健康寿命の延伸を
推進します。

夜間も含めた在宅診療・救急医療体制の
充実を図り、保健・福祉・介護が連携した医
療体制の充実に取り組みます。

また、かかりつけ医を推進するなど、適切
な受療意識の啓発に努めます。

国民健康保険・後期高齢者医療制度をは
じめとする社会保険制度について、町民への
周知・啓発に努め、医療費の適正化への取
り組みを進めます。

主な取り組み

	⁃ 地域医療体制の充実
	⁃ 医療保険制度の適正化

福祉

取り組みの方向性
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし

ていけるよう、地域の支え合い、助け合いに
よる地域福祉の推進に取り組みます。

超高齢化社会に対応し、地域や町民・行
政が協力した、包括的で継続的な高齢者介
護・支援体制の充実を図ります。

地域全体で子どもの成長を見守り、地域
や町民・行政が連携するとともに、多様化す
るニーズへ的確に対応します。

主な取り組み

	⁃ 地域福祉の推進
	⁃ 高齢者福祉の充実
	⁃ 児童福祉の充実
	⁃ 障害者福祉の推進
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4     教育

幼児教育・子育て支援

取り組みの方向性

核家族化で子どもを家庭で保育すること
ができない世帯への対応を図るとともに、幼
児教育の質的向上や施設等の環境整備を
推進し、小学校への円滑な就学を支援しま
す。

子育て世代が安心して生活できるよう、地
域全体で子育てを支援する仕組みづくりを
構築します。

主な取り組み

	⁃ 幼児教育の充実
	⁃ 子育て支援の充実

学校教育

取り組みの方向性

科学技術の進歩や情報化・国際化で多様
な人材のニーズが高まるなか、義務教育期間
を通して、児童・生徒の個性や能力を最大限
に伸ばすことができる取り組みを推進します。

また、郷土のことはもとより、歴史や文化、
伝統等について理解を深め、地域への誇り
と愛着を育成します。

主な取り組み

	⁃ 義務教育の充実
	⁃ 教育環境の整備

社会教育

取り組みの方向性

生涯学習を充実させるとともに、個人・団
体等の自主的な活動を推進するための支援
や施設の充実を図ります。

各種スポーツ大会やコンベンションを通じ
た交流機会の拡大と地域コミュニティづくり
を行い、生涯を通じて心身ともに充実した人
生を送ることができる環境を整備します。

主な取り組み

	⁃ 生涯学習の推進
	⁃ 青少年健全育成の充実
	⁃ 男女共同参画社会の推進
	⁃ 情報拠点としての図書館の充実
	⁃ スポーツ・レクリエーションの推進
	⁃ 芸術・文化の振興と文化財の継承
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5     産業

農林業振興

取り組みの方向性

町内の豊かな営農環境を保全しつつ、農
業の生産性向上、後継者の育成等を図りま
す。道の駅等を活かした農業の 6次産業化
の推進に取り組みます。

また、農業体験等の滞在型の観光事業と
も連携し、多面的な振興策に取り組みます。

森林の持つ多面的な機能を維持し、森林
資源の整備促進や保全に努めます。

主な取り組み

	⁃ 農林業基盤の整備
	⁃ 連携による農林業の振興

観光振興

取り組みの方向性

高規格道路の整備等による伊豆半島をは
じめとした交流圏域や交流人口の拡大を活
かし、広域で連携して効果的なPRを行い、
国内外からの観光誘客を図ります。

豊かな文化資産・自然環境等を活かすとと
もに、道の駅を活かした観光情報の発信や、
各種イベントの実施等により交流人口の増

加を図り、地域経済の活性化につなげてい
きます。

主な取り組み

	⁃ 地域資源を活かした観光振興
	⁃ 道の駅・川の駅を活かした観光振興

産業振興

取り組みの方向性

町と周辺地域との共生・協調を活かした
地域経済の構築を図ります。

恵まれた地勢や広域交通ネットワークを
活かし、健康・医療産業の集積に向けた取
り組みや企業・事業者への総合的な支援を
行い、企業・店舗等の誘致を展開します。

また、道の駅等を拠点とした新産業・ビジ
ネス機会の創出に取り組み、誘客の促進を
通じた雇用機会の増加に取り組みます。

主な取り組み

	⁃ 工業振興
	⁃ 商業振興
	⁃ 新産業の育成
	⁃ 就労の確保
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6     交流・にぎわい

地域コミュニティ・協働

取り組みの方向性

各コミュニティが地域特性を踏まえつつ、
地域内の交流を推進し、主体的に地域づくり
に取り組めるような仕組みの構築を図ります。

人々のさりげない接触の総和である「ソー
シャルキャピタル※１」は、人と人のつながり
力を表すもので、これを念頭に、にぎわいづ

くりや健康づくりに活かし助け合いの社会づ
くりを進めます。

主な取り組み

	⁃ 地域コミュニティの推進
	⁃ 町民の参画と協働

交流・シティプロモーション

取り組みの方向性
交流人口の拡大や定住人口の増加を目的

として、町の魅力を発掘・創出し、町の強み
や魅力を効果的に発信します。

行政、町民、関係機関等が連携し、交流
圏域全体を見据えた交流人口の拡大と交流
による効果を町内に波及させていく取り組み
を推進します。

地域内外から賞賛されるような愛着や誇
りの醸成を図り、Ｕターンや移住に結び付

け、定住につながる資源を活用し支援を促進
します。

主な取り組み

	⁃ 地域交流・国際交流の推進
	⁃ 広報・広聴活動の推進
	⁃ 情報化の推進
	⁃ 移住・定住の促進

行財政運営

取り組みの方向性
厳しい財政状況を踏まえ、計画的かつ効

率的に事業を推進するとともに、町の事務事
業の必要性、妥当性、効率性を点検・評価し
て、健全な財政運営を行います。また、民間
活力を活かした施設運営や業務外部化等、
行政運営の適正化に努めます。

生活圏が拡大するなか、広域的な行政
サービスの充実を図ります。

主な取り組み

	⁃ 効果的・効率的な行財政運営の推進
	⁃ 広域連携の推進

※ 1　ソーシャルキャピタル： 人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのできる、「信頼」
「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴のこと




